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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成25年12月19日(2013.12.19)

【公開番号】特開2013-227218(P2013-227218A)
【公開日】平成25年11月7日(2013.11.7)
【年通号数】公開・登録公報2013-061
【出願番号】特願2013-120309(P2013-120309)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  25/42     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  33/24     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ  25/42    　　　　
   Ａ６１Ｋ  33/24    　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １０５　

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月6日(2013.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｐｔ（ＩＩ）およびＰｔ（ＩＶ）から選択される白金中心を有し、下記式Ｉ、ＩＩ、Ｉ
ＩＩおよびＩＶ：

【化１】

（式中、Ｒ１、およびＲ２は、それぞれ、ＮＨ３、メチルアミン、エチルアミン、プロピ
ルアミン、イソプロピルアミン、ブチルアミン、シクロヘキサンアミン、アニリン、ピリ
ジン、および置換ピリジンから独立して選択され、
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　式Ｉにおいて、Ｒ１およびＲ２が両方ともＮＨ３であることはなく、
　Ｒ３は、置換または非置換の脂肪族または芳香族ジアミンから選択され、
　Ｓは、それぞれ、水酸化物、酢酸、酪酸、およびアルファ－ヒドロキシ酸から独立して
選択される）
から選択される式で表される、少なくとも１種の単離されたモノマーピロホスフェート－
白金錯体、またはその薬学的に許容される塩を含む組成物。
【請求項２】
　式Ｉ：
【化２】

で表される単離されたモノマー白金錯体またはその薬学的に許容される塩を含む、請求項
１に記載の組成物。
【請求項３】
　式ＩＩ：

【化３】

で表される単離されたモノマー白金錯体またはその薬学的に許容される塩を含む、請求項
１に記載の組成物。
【請求項４】
　シス－ジアミン－トランス－ジヒドロキソ（二水素ピロホスファト）白金（ＩＶ）を含
む、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　式ＩＩＩ：
【化４】

で表される単離されたモノマー白金錯体またはその薬学的に許容される塩を含む、請求項
１に記載の組成物。
【請求項６】
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　Ｒ３が、エチレンジアミンおよびシクロヘキサンジアミンから選択される、請求項５に
記載の組成物。
【請求項７】
　Ｒ３が、シクロヘキサンジアミンである、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　（トランス－１，２－シクロヘキサンジアミン）（二水素ピロホスファト）白金（ＩＩ
）を含む、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　式ＩＶ：
【化５】

で表される単離されたモノマー白金錯体またはその薬学的に許容される塩を含む、請求項
１に記載の組成物。
【請求項１０】
　Ｒ３が、エチレンジアミンおよびシクロヘキサンジアミンから選択される、請求項９に
記載の組成物。
【請求項１１】
　１，２－エタンジアミン－トランス－ジヒドロキソ（二水素ピロホスファト）白金（Ｉ
Ｖ）を含む、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　（トランス－１，２－シクロヘキサンジアミン）－トランス－ジヒドロキソ（二水素ピ
ロホスファト）白金（ＩＶ）を含む、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１３】
　（ｉ）シス－ジアミン－トランス－ジヒドロキソ（二水素ピロホスファト）白金（ＩＶ
）；
　（ｉｉ）（トランス－１，２－シクロヘキサンジアミン）（二水素ピロホスファト）白
金（ＩＩ）；
　（ｉｉｉ）（トランス－１，２－シクロヘキサンジアミン）－トランス－ジヒドロキソ
（二水素ピロホスファト）白金（ＩＶ）
　（ｉｖ）１，２－エタンジアミン－トランス－ジヒドロキソ（二水素ピロホスファト）
白金（ＩＶ）および
　（ｖ）その薬学的に許容される塩
から選択される1種または複数種の単離されたモノマー白金錯体を含み、各単離されたモ
ノマー白金錯体またはその塩が、約６から約８のｐＨの水溶液中で安定である、請求項１
～１２のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項１４】
　医薬組成物である、請求項１～１３のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項１５】
　哺乳動物に投与された場合に、単離されたモノマーピロホスフェート－白金錯体がＤＮ
Ａに結合しない、請求項１～１４のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項１６】
　単離されたモノマーピロホスフェート－白金錯体が、システインまたはメチオニン残基
のチオール基による同時連結によるそのピロホスフェート配位子の置換によって細胞表面
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タンパク質に結合する、請求項１５に記載の組成物。
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